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      議案第１４０号 平成１７年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認 
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              ついて 
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              ついて 
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      議案第１４６号 平成１７年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計 

              歳入歳出決算認定について 

      議案第１４７号 平成１７年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定 

              について 
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              号）について 
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              補正予算（第１号）について 

      議案第１５３号 平成１８年度阿波市御所財産区特別会計補正予算（第１ 

              号）について 

      議案第１５４号 阿波市住所表示の変更に伴う関係条例の整理に関する条例 

              の制定について 

      議案第１５５号 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

              関する条例の一部改正について 

      議案第１５６号 阿波市消防団の設置等に関する条例の一部改正について 

      議案第１５７号 阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改 

              正について 

      議案第１５８号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

      議案第１５９号 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条 

              例の一部改正について 

      議案第１６０号 阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正につ 

              いて 

      議案題１６１号 阿波市八幡簡易水道給水条例の一部改正について 

      議案第１６２号 阿波市公民館条例の一部改正について 

      議案題１６３号 阿波市立図書館条例の一部改正について 

      議案題１６４号 阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第６ 決算特別委員会の設置について 
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            午前１０時０５分 開会 

○議長（原田定信君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから平成１８年第３回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（原田定信君） 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第１１８条の規定により、７番篠原啓治君、８番吉田正君の

両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（原田定信君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、８月２９日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 月岡議会運営委員長。 

○議会運営委員長（月岡永治君） おはようございます。 

 議長の指名がありましたので、今期定例会の運営に関する議会運営委員会の協議の結果

についてご報告をいたします。 

 まず、会期についてでございます。本日から９月２７日までの２２日間と決定いたしま

した。 

 審議日程につきましては、既に送付しております日割り表のとおりでございます。 

 詳細につきましては、省略いたしたいと思います。 

 次に、代表質問、一般質問並びに質疑の報告書の締め切りでございますが、あす正午ま

でとなっております。 

 次に、今議会に提案されております平成１７年度一般会計決算認定の審査のため、本日

８名で構成する決算特別委員会を設置することにいたしておりますので、議員各位のご協

力をお願いいたしたいと思います。 

 以上、委員長報告といたします。 

○議長（原田定信君） お諮りいたします。 
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 本定例会の会期については、本日から９月２７日までの２２日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田定信君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から９月２７日までの

２２日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（原田定信君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、議会関係でございますが、８月３日から５日まで、議会全員の派遣として実施い

たしました全国議長会研究フォーラム、阿波市無提地区陳情及び茨城県常陸大宮市行政視

察の件につきましては、議員各位のご協力を得て所期の目的を達成することができまし

た。今後の議会活動等に十分反映していただくようお願いいたします。 

 なお、お手元に概要報告書を配付いたしております。やむを得ず欠席されました議員各

位には報告書のほか資料等事務局に保管いたしておりますので、十分お目通しを願いま

す。 

 次に、本日までに受理いたしました陳情は３件であります。なお、お手元に配付いたし

ました。 

 次に、阿波市議会政治倫理条例に関する審査請求が市民より提出され、現在市長部局に

送付の上、審査に付しております。 

 次に、地方自治法第２３５条の第２、第１項及び公営企業法第２７条の２第１項の規定

に基づく月例現金出納監査の５月、６月及び７月分の結果について、監査委員より正確で

あるとの報告を受けております。 

 以上、諸般の報告といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 行政報告 

○議長（原田定信君） 日程第４、行政報告を市長に求めます。 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） おはようございます。 

 開会に当たり、ごあいさつと行政報告を申し上げます。 

 本日、平成１８年第３回阿波市市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には
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お忙しい中ご出席をいただきありがとうございます。日ごろは行政全般にわたりご協力を

賜り、本当にありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。 

 去る８月１日に平成２０年度から創設されます医療保険、後期高齢者医療制度の運営主

体となります徳島県後期高齢者医療広域連合設立準備会が発足いたしまして、阿波市から

も１名職員を派遣をいたしております。 

 また、８月２４日には全国交通安全母の会の方から交通安全に対する啓発ということも

ございまして、政府の特命大臣でございます交通対策の本部長でもございます猪口大臣の

メッセージが伝達されました。交通安全により一層気をつけなければならないという意識

を強く持ったわけでございますが、当日は交通安全の徳島県の母の会の役員の皆さん、あ

るいは地元の阿波市の交通安全母の会の方、あるいは阿波警察署の方々を初め、約２００

名の方々がこの行事に参加されまして、一同心を一つにして、これからは交通安全に心が

けていこうという誓いをしたわけでございます。 

 また、８月１日には地震等の大規模災害発生時に必要となります飲料水等の確保に向

け、四国コカ・コーラボトリングと救援物資提供に関する協定を締結いたしまして、本

庁、支所を含む市内８カ所に自動販売機を設置いたしております。なお、市が災害対策本

部を設置した場合、この自動販売機で飲料水の無償提供を受けることとなっております。 

 また、防災意識向上を図るため、旧町単位で自治会長に神戸市の人と未来防災センター

の視察をお願いしております。まず、８月２０日の旧吉野町を皮切りにいたしまして、４

回に分けて視察をお願いし、自主防災組織の結成並びに育成にご協力、ご尽力をお願いい

たしております。 

 また、８月３日には、原田議長を初め議員各位と私もお供をいたしまして、災害予防な

ど治水対策に係る予算の拡充と吉野川北岸無提地区の早期整備等について、国土交通省と

県選出国会議員に要望をいたしてまいりました。 

 また、翌日には、四国治水期成同盟連合会の方から国土交通省並びに財務省に要望活動

を行いました。 

 また、本市にございます御所リゾートを管理いたしております御所の郷の利用者が、２

００２年４月オープンから４年５カ月で１００万人を突破し、その記念として１００万人

目の利用者の方に花束と記念品をお送りをいたしました。 

 次に、本年７月２１日開催の第２回臨時会においてご決議いただきましたケーブルテレ

ビ施設整備事業の安全祈願祭を８月２２日にとり行い、工事に着手いたしました。ご案内
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のように、本年は旧吉野エリアと阿波エリアを本年度整備をするということに、工事にか

かる予定でございます。 

 また、８月３０日には阿波警察署、徳島県消防防災航空隊、徳島中央広域連合消防本

部、阿波市消防団及び阿波市の５つの関係機関の合同によります防災訓練を実施をいたし

ました。訓練内容は、被災者の救助、避難誘導、消火活動を初め、はしご車及びヘリコプ

ターによる救出活動を行ったことをご報告申し上げたいと思います。 

 災害はいつ起こるかもわかりませんので、常にそれに対する備えをしなければならない

という思いでございます。 

 また、９月１日には、部長次長会がございました。新聞紙上でもご承知のように、福岡

市において大変重大な交通事故が発生をいたしました。これを機会によそごとということ

でなくして、私たちも公務員としての質をさらに向上し、より公務員としてそのようなき

ちっとした態勢ができるように、助役名で綱紀粛正と交通安全に対する啓発をさらに強め

るようにということで、各部長、次長を通じまして全職員に周知をしたところでございま

す。 

 以上で簡単でございますけれども、行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第１３９号 平成１７年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

       議案第１４０号 平成１７年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

       議案第１４１号 平成１７年度阿波市老人保健特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

       議案第１４２号 平成１７年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

       議案第１４３号 平成１７年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳 

               出決算認定について 

       議案第１４４号 平成１７年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

               入歳出決算認定について 

       議案第１４５号 平成１７年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

               決算認定について 

       議案第１４６号 平成１７年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会 
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               計歳入歳出決算認定について 

       議案第１４７号 平成１７年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

       議案第１４８号 平成１７年度阿波市水道事業会計決算認定について 

       議案第１４９号 平成１８年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につい 

               て 

       議案第１５０号 平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

       議案第１５１号 平成１８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２ 

               号）について 

       議案第１５２号 平成１８年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会 

               計補正予算（第１号）について 

       議案第１５３号 平成１８年度阿波市御所財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１５４号 阿波市住所表示の変更に伴う関係条例の整理に関する条 

               例の制定について 

       議案第１５５号 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

               に関する条例の一部改正について 

       議案第１５６号 阿波市消防団の設置等に関する条例の一部改正について 

       議案第１５７号 阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部 

               改正について 

       議案第１５８号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

       議案第１５９号 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する 

               条例の一部改正について 

       議案第１６０号 阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正に 

               ついて 

       議案第１６１号 阿波市八幡簡易水道給水条例の一部改正について 

       議案第１６２号 阿波市公民館条例の一部改正について 

       議案第１６３号 阿波市立図書館条例の一部改正について 

       議案第１６４号 阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改正に 
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               ついて 

○議長（原田定信君） 日程第５、議案第１３９号平成１７年度阿波市一般会計歳入歳出

決算認定についてから議案第１６４号阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改

正についてに至る計２６件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） それでは、議長の許可をいただきましたので、本日提案いたし

ております議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、平成１７年度の決算認定１０件、補正予算５件、条例の

制定１件、条例の一部改正１０件の計２６件でございます。 

 まず、議案第１３９号は平成１７年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議

案第１４７号平成１７年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの９

件の決算認定につきましては、平成１８年８月１０日に安友監査委員、武田監査委員に決

算審査を受けました。審査の結果、おおむね適正であるとのご意見をいただきましたの

で、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、議会の認定に付するものでござい

ます。 

 次に、議案第１４８号平成１７年度阿波市水道事業会計決算認定につきましても、８月

１０日に決算審査を受け、審査の結果おおむね適正であるとのご意見をいただきましたの

で、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定に付するものでございま

す。 

 次に、議案第１４９号は平成１８年度阿波市一般会計補正予算（第３号）でございまし

て、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億５，６００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１８７億７３９万７，０００円といたしております。 

 また、議案第１５０号は平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９，９２１万８，０００円

を追加し、歳入歳出の総額を４０億３，０９５万６，０００円といたしております。 

 議案第１５１号は平成１８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）でございま

して、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，３１９万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を３５億８，３２６万３，０００円といたしております。 

 また、議案第１５２号は平成１８年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正
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予算（第１号）でございますが、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を１４５万円といたしております。 

 また、議案第１５３号は平成１８年度阿波市御所財産区特別会計補正予算（第１号）で

ございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１，２４５万２，０００円といたしております。 

 続きまして、議案第１５４号でございますが、阿波市住所表示の変更に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定につきましては、平成１９年１月１日から住所表示が変更されま

すので、関係条例の整理をいたすものでございます。 

 次に、議案第１５５号阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、御所財産区管理会委員の報酬等を改正いたし

ております。 

 次に、議案第１５６号阿波市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び議

案第１５７号阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、平成１８年６月１４日法律第６号で消防組織法の一部が改正されましたの

で、両条例とも所要の改正をいたしております。 

 次に、議案第１５８号阿波市国民健康保険条例の一部改正から議案第１６０号阿波市乳

幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正の３件の条例改正は、健康保険法の一部が改

正されましたので、各条例とも所要の改正をいたしております。 

 次に、議案第１６１号阿波市八幡簡易水道給水条例の一部を改正する条例につきまして

は、給水料金の一部を改正いたしております。 

 次に、議案第１６２号阿波市公民館条例の一部改正から議案第１６４号阿波市立歴史館

設置及び管理に関する条例の一部改正の３件の条例改正につきましては、特定管理者制度

導入に向けて所要の改正をいたしております。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は収入役及び担当部長より説明をいたしますので、十分ご審議の上、ご決議くださいます

ようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議長（原田定信君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時２５分 休憩 

            午前１０時３５分 再開 
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○議長（原田定信君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの市長の提案理由の説明で一部補足説明の申し出がありますので、発言を許可い

たします。 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） ただいま議長の許可をいただきましたので、補足説明をさせて

いただきます。 

 先ほどの提案理由の説明の中で、決算につきましておおむねと申し上げましたけれど

も、中身の数字につきましては完璧でございます。ただ、表現がそういうふうな方が適切

でないかという指導もございましたので、あえてそのようにしたわけでございまして、中

身につきましては１００点でございますので、監査委員も同席でございますので、よろし

くご理解をいただきたいと思います。終わります。 

○議長（原田定信君） 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 収入役。 

○収入役（光永健次君） おはようございます。 

 それでは、市長からご提案を申し上げました議案のうち、議案第１３９号平成１７年度

阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてと議案第１４０号平成１７年度阿波市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算についてから議案第１４７号平成１７年度阿波市御所財産区特

別会計歳入歳出決算についてまでの８特別会計につきまして、先ほどお手元にお配りさせ

ていただいておりますＡ３のこの分で説明をさせていただきたいと思いますので、恐れ入

りますがよろしくお願い申し上げます。 

 それではまず最初に、平成１７年度一般会計歳入歳出決算表でございますが、歳入につ

きましては予算現額の計欄でございますが、２０１億６７０万円に対しまして、収入済額

の計欄１８９億６，２３２万６，１９７円となっております。 

 収入済額の主なものといたしましては、０１款の市税、収入済額３２億、１，５８４万

７，８１６円、率にいたしまして全体の１７％でございます。 

 それから、１０款の地方交付税７３億６，１７９万７，０００円、率にいたしまして３

８．８％でございます。 

 それから、１４款国庫支出金１８億１，８３０万７，０３８円、率にして９．６％でご

ざいます。 

 それから、１５款の県支出金１５億５，７７４万９，５６６円、８．２％でございま
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す。 

 それから、一番下の２１款市債でございますが、１４億２，０４０万円、率にいたしま

して７．５％となっております。 

 次に、右の表の歳出につきましては、予算現額につきましては歳入と同額でございま

す。真ん中の支出済額の計欄でございますが、１８４億６，２４９万３，０７６円となっ

ております。 

 支出済額の主なものといたしましては、０２款の総務費２６億８，９８１万９，１６７

円、率にいたしまして１４．６％でございます。 

 次に、０３款の民生費が５０億２，２４１万８２５円、率にいたしまして２７．２％で

ございます。 

 それから、１２款の公債費２２億３，３９０万５４８円、率にいたしまして１２．１％

となっております。 

 それから、その横の翌年度の繰越額の計でございますが、１２億９，４４２万３，００

０円となっております。 

 この結果、欄外に記載いたしておりますが、歳入歳出の差し引き額は４億９，９８３万

３，１２１円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源５，３００万７，０００円を差し

引きいたしました実質収支額は４億４，６８２万６，１２１円の黒字となっております。 

 次に、真ん中の平成１７年度特別会計歳入歳出決算表でございますが、国民健康保険特

別会計を初め８つの特別会計がございます。そのトータル額で申し上げますと、予算現額

の計欄でございますが、１３１億８，５９０万１，０００円に対しまして、収入済額の計

欄でございますが１３０億７，１１８万７，８４７円、支出済額の計欄でございますが１

２７億４，４１５万９２４円となっております。この８会計のうち国民健康保険、それか

ら老人保健、介護保険の３特別会計で収入済額、支出済額とも、率にいたしまして全体の

９８％余りを占めております。 

 なお、一番下の特別会計介護サービス事業は、旧阿波町での特別会計であり、平成１６

年度まで実施されたものでございます。 

 この結果、欄外に記載をいたしておりますが、歳入歳出の差し引き額は３億２，７０３

万６，９２３円となっており、この額から翌年度繰越額、それから翌年度への繰り越しす

べき財源ともに０円でございますので、実質収支額は３億２，７０３万６，９２３円とな

っております。 
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 なお、一番下の表につきましては、平成１７年度一般会計、特別会計歳入歳出決算状況

を合計いたしたものでございます。 

 以上、簡単でございますが、議案第１３９号から議案第１４７号までの補足説明とさせ

ていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原田定信君） 西岡水道課長。 

○水道課長（西岡 司君） おはようございます。 

 ただいま収入役から説明いたしましたその分で、水道課の分を説明いたします。 

 議案第１４３号平成１７年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳出についてご説

明いたします。 

 ３３９ページをお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

 実質収支に関する調書でございます。歳入総額７２０万４，５３９円、歳出総額６２９

万６，９９６円で、歳入歳出差し引き９０万７，５４３円の実質収益を上げております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（原田定信君） 山下総務部長。 

○総務部長（山下紘志郎君） 議案第１４９号平成１８年度阿波市一般会計補正予算（第

３号）につきまして補足説明をいたします。 

 歳入歳出予算の補正第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億５，６

００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８７億７３９万７，０００

円とするものでございます。平成１８年９月６日提出、阿波市長小笠原幸。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第２表継続費補正。１、追加といたしまして、固定資産土地評価基礎資料作成業務につ

きまして、委託料の総額を１，９１０万円とし、その年割り額を平成１８年度８５３万

円、平成１９年度６１９万円、平成２０年度４３８万円とするものでございます。 

 続きまして、２、補正といたしまして、ケーブルテレビ整備事業につきまして、本年度

分に１７５万６，０００円を追加いたしまして、年割り額を２４億９５７万９，０００円

とし、総額を２６億８，４５４万円とするものでございます。 

 続きまして、７ページをお願いをいたします。 

 第３表地方債補正。１、追加といたしまして、児童福祉施設整備事業債、限度額４２０
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万円、公営住宅建設事業債、限度額２，１９０万円を追加するものでございます。なお、

起債の方法は証書借り入れとし、利率、償還方法は記載のとおりでございます。 

 続きまして、補正につきまして、臨時財政対策債に４，０１０万円を追加し補正後の限

度額を６億７，３１０万円に、減税補てん債に６０万円を追加し限度額を２，７６０万円

に、農地債に５，４５０万円を追加いたしまして限度額を２億４２０万円とするものでご

ざいます。 

 なお、臨時財政対策債と減税補てん債の２つの起債につきましては、平成１８年度の起

債限度額がこのほど確定いたしましたので、今回歳入予算として計上するもので、起債と

はいえ後年度に国から１００％交付税措置される性格の、自治体にとりまして大変有利な

制度でございます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書。歳入のうち主なものについて説明をいたします。 

 ９款地方特例交付金、補正額２，７１４万２，０００円。以下、１０款地方交付税３億

８，３６１万９，０００円、１４款国庫支出金補正額、減額の９，８５２万９，０００

円、１５款県支出金１億５８３万８，０００円、１８款繰入金１億６，０５４万６，００

０円、１９款繰越金６，８５９万２，０００円、２１款市債１億２，１３０万円。以上、

補正額７億５，６００万円を追加いたしまして、歳入合計を１８７億７３９万７，０００

円とするものでございます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 歳出のうち主なものについて説明をいたします。 

 ３款民生費、補正額６，２８７万３，０００円。以下、６款農林水産業費１億９，１８

３万６，０００円、８款土木費、１億１，９２２万円、９款消防費、１億５，９７９万

８，０００円、１０款教育費１億８，６３０万９，０００円。以上、補正額７億５，６０

０万円を追加いたしまして、歳出合計を歳入同様１８７億７３９万７，０００円といたす

ものでございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳入の内容につきまして、主なものについて説明をいたします。 

 ９款地方特例交付金、補正額２，７１４万２，０００円。地方特例交付金につきまして

は、当初予算の段階で見積額を４，７００万円と少し低目に設定をいたしておりました

が、このたび平成１８年度の交付額が７，４１４万２，０００円と確定いたしましたの
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で、今回その差額の２，７１４万２，０００円を補正計上いたしております。 

 続きまして、１０款地方交付税、補正額３億８，３６１万９，０００円。地方交付税の

うち普通交付税につきまして、ただいま説明いたしました地方特例交付金同様、このたび

平成１８年度の普通交付税算定額が約６１億５，０００万円と確定いたしております。こ

の結果、当初予算費で約５億９，３００万円が今後歳入予算として見込めますが、今回は

このうち３億８，３６１万９，０００円を一般財源へ充当すべく計上いたすものでござい

ます。 

 続きまして、１４款国庫支出金、１項国庫負担金のうち３目民生費国庫負担金、補正

額、減額の６，３２５万５，０００円。内訳といたしまして右ページ１節の社会福祉費負

担金のうち身体障害者保護費負担金といたしまして、減額の３，１２６万４，０００円、

知的障害者施設訓練等支援費等負担金として減額の７，３１９万円、障害者自立支援給付

費負担金１億２，９８３万１，０００円といたしております。 

 １６ページをお願いいたします。 

 １５款県支出金、１項県負担金のうち３目民生費県負担金、補正額１億５９６万３，０

００円。内訳といたしまして右ページの１節社会福祉費負担金のうち障害者自立支援給付

費負担金といたしまして６，４９１万５，０００円、３節児童福祉費負担金のうち児童手

当負担金として４，１０４万８，０００円を計上いたしております。 

 １８ページをお願いいたします。 

 ２項県補助金のうち９目消防費県補助金、補正額７０万円。この７０万円につきまして

は、自主防災組織育成強化のため消防費補助金といたしまして県補助金を計上いたしてお

ります。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 １８款繰入金、１項基金繰入金のうち７目教育施設整備基金繰入金、補正額１億５，８

２０万円、この基金繰入金につきましては、御所小学校校舎の解体工事費に充当いたすべ

く教育施設整備基金を取り崩すものでございます。 

 １９款繰越金、補正額６，８５９万２，０００円。繰越金につきましては、平成１７年

度からの準繰越額が最終的に３億９，８７０万１，０００円に確定をいたしましたので、

これまでの計上額との差額の６，８５９万２，０００円を今回計上いたすものでございま

す。 

 ２２ページ、２３ページをお願いいたします。 
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 ２１款市債、１項市債のうち２目総務費、補正額４，０７０万円。内訳といたしまして

は、右ページの第１節臨時財政対策債として４，０１０万円、減税補てん債といたしまし

て６０万円を計上いたしております。 

 ３目民生費、補正額４２０万円。右ページの３節児童福祉施設整備事業債として４２０

万円。 

 それから、６目農林水産業債、補正額５，４５０万円。内訳といたしまして、右ページ

の２節農地債のうち基盤整備事業債といたしまして４５０万円、ふるさと農道緊急整備事

業債といたしまして４９０万円、一般公共事業債といたしまして４，５１０万円でござい

ます。 

 ８目土木債、補正額２，１９０万円。この２，１９０万円につきましては、公営住宅建

設事業債として計上いたしております。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳出の内容につきまして、主なものについて説明をいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費のうち１目一般管理費、補正額３０万円。この内容といた

しまして、右ページの１３節顧問弁護士委託料といたしまして３０万円計上いたすもので

ございます。これにつきましては、１カ月５万円の１０月から来年３月までの６カ月とい

たしております。 

 続いて、７目諸費、補正額４５０万円。この内容につきましては、１９節の負担金補助

及び交付金といたしまして、旧市場町、阿波町におきまして現在運行しております廃止路

線代替バスの購入補助金として計上するものでございます。この財源内訳につきまして

は、左ページのとおり、４５０万円の半額の２２５万円が県支出金、そして残りの半額が

一般財源でございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ２項徴税費のうち２目賦課徴収費、補正額１，０７３万６，０００円。主なものといた

しましては、右ページの１３節委託料９５８万円のうち、先ほど６ページの継続費の補正

で説明をいたしました土地評価基礎資料作成業務委託料の８５３万円でございます。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費のうち１目社会福祉総務費、補正額１４３万円。主なもの

といたしましては、右ページ１８節の備品購入費の４５万円でございますが、内容といた

しまして自動体外式除細動器、略称ＡＥＤと呼ばれておりますが、３台購入いたしまし
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て、各支所へそれぞれ１台ずつ設置いたしたいと考えております。 

 続きまして、２目障害者福祉費、補正額、減額の５７万５，０００円。この措置理由と

いたしまして、１０月から障害者自立支援法が一部改正され、この制度改正に伴いまして

今回予算構成をするものでございます。 

 補正額の財源内訳欄をごらんいただきたいと思います。減額分といたしまして、国庫支

出金２，１１０万５，０００円、分担金及び負担金１，３２６万２，０００円、一般財源

６５２万５，０００円、以上合計４，０８９万２，０００円を減額をいたしまして、ほぼ

この額に匹敵する４，０３１万７，０００円を県支出金へ振り替えるものでございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 ３項児童福祉費のうち２目児童手当費、補正額３，８４６万５，０００円。この内訳に

つきましては、右ページのとおり、２０節扶助費のうち児童手当費といたしまして３，５

４６万５，０００円、児童扶養手当費といたしまして３００万円でございます。この措置

につきましては、制度改正によりましてこれまでの支給対象者が小学校３年終了前までか

ら小学校６年終了前までに拡大されたための措置でございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 ６目放課後健全育成事業費、補正額２，０３６万円。主なものといたしましては、右ペ

ージ１５節の工事請負費の１，６５０万円でございます。この工事請負費につきまして

は、旧阿波町林学童保育所の建設工事費に充当いたすものでございます。 

 なお、この財源内訳につきましては、左ページのとおり、県支出金といたしまして９９

６万７，０００円、先ほど説明いたしました市債、児童福祉施設整備事業債といたしまし

て４２０万円、一般財源は６１９万３，０００円を充てております。 

 続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費のうち３目乳幼児医療費、補正額２，１８３

万５，０００円。主なものといたしましては、右ページ２０節の扶助費の１，８４０万円

でございます。この措置につきましては、乳幼児医療費が６歳から９歳に拡大されたため

の措置として１，８４０万円計上いたしております。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 ６款農林水産業費、２項農地費のうち１目農地総務費、補正額６，６４５万円。主なも

のといたしましては、右ページの１５節の工事請負費４００万円と１９節負担金補助及び

交付金の６，１８２万円、この主なものといたしましては市内旧地区への県営土地改良事

業負担金の５，０６０万円でございます。 
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 続きまして、一番下の６目吉野川北岸農業用水費、補正額１億９１６万７，０００円。

この内容といたしましては、右ページ１９節負担金補助及び交付金の吉野川北岸農業用水

費として市内土地改良区等への償還助成金でございます。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費のうち１目道路維持費、補正額１，５２０万円。この補正

額につきましては、市道の維持補修費といたしまして賃金２０万円と需用費、これは修繕

費でございますが、１，５００万円でございます。 

 続いて、３目道路新設改良費、補正額６，７００万円。内訳につきましては、右ページ

のとおり需用費で５００万円、委託料で２００万円、１５節の工事請負費の６，０００万

円でございますが、これはすべて一般財源で賄っております。 

 続いて、４２ページをお願いします。 

 ４項住宅費のうち２目住宅建設費、補正額３，５０２万円。主なものといたしまして

は、右ページの１５節工事請負費の３，４２２万円でございます。これは市営住宅の浄化

槽の設置工事等でございます。 

 続きまして、５項下水道費のうち１目公共下水道費、補正額３０万円。この内容につき

ましては、先ほど市長の説明にもありましたとおり、旧市場町の公共下水道事業に係りま

す事業認可延伸手続のため、その添付書類作成のためのコンサル委託料といたしまして、

特定環境保全公共下水道事業特別会計への繰出金として計上するものでございます。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 ９款消防費、１項消防費のうち１目非常備消防費、補正額１億５，４８２万８，０００

円。この金額につきましては、徳島中央広域連合の分賦金の後期分でございます。 

 続いて、３目災害対策費、補正額４７７万円。主なものといたしましては、１８節の備

品購入費の２４０万円、１９節負担金補助及び交付金の１９５万円でございますが、この

措置につきましては市内自主防災組織育成強化のため資器材等の備品購入費、また組織が

できた自治体への補助金という形で計上をいたしております。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 一番下でございますが、１０款教育費、２項小学校費のうち３目小学校施設整備事業

費、補正額１億５，８２０万円。この金額につきましては、御所小学校の校舎解体工事の

工事請負費でございます。先ほど説明をいたしましたように、この財源につきましては教

育施設整備基金を取り崩し充当をいたす予定でございます。一般財源は充当いたしており
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ません。すべて基金で賄う予定でございます。 

 最後に、４８ページをお願いいたします。 

 ３項中学校費のうち３目中学校施設整備事業費、補正額１，９１８万円。この金額につ

きましては、土成中学校の耐震補強診断判定業務委託料として計上するものでございま

す。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。ご審議の上、どうか議決いただきます

ようよろしくお願いをいたします。 

○議長（原田定信君） 西岡水道課長。 

○水道課長（西岡 司君） 失礼しました。 

 議案第１４８号平成１７年度阿波市水道事業会計決算認定を忘れておりました。済いま

せんでした。 

 それでは、阿波市水道事業会計決算報告についてご説明いたします。 

 ２ページをお開きください。 

 それでは、ご説明いたします。 

 収益的収入及び支出で、収入で第１款水道事業収益、決算額が７億８，０３６万１，０

４８円、支出で第１款水道事業費用、決算額５億８，９８０万８，７７４円で、差し引き

１億６，３３３万１，８４６円の純利益を上げてございます。 

 次のページをお開きください。４ページでございます。 

 資本的収入及び支出で、収入で第１款資本的収入、決算額５，８３２万１，８３０円、

支出で第１款資本的支出、決算額が４億３，４５３万１，１７７円となっており、資本的

収入額が資本的支出額に不足する額３億７，６２０万９，３４７円は、過年度分損益勘定

留保資金１億円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，１６３万４，８２

７円、建設改良積立金５，０００万円、減債積立金５，０００万円、当年度分損益勘定留

保資金１億６，４５７万４，５２０円で補てんいたしました。 

 以上、簡単ではございますが、ご説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださいます

ようお願いいたします。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） おはようございます。 

 議案第１５０号平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

補足説明をさせていただきます。 
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 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９，９２１万８，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億３，０９５万６，０００円と定

めるものでございます。 

 この補正予算の主なものにつきましては、平成１７年度退職者等療養費の確定に伴う追

加交付金及び本年１０月から実施する保険財政共同安定化事業で県内の市町村国保間の保

険料の平準化、財政の安定化を図るため、３０万円を超える医療費について県単位で行う

市町村が連合会に拠出する事業でございます。それを実施するために今回補正予算をお願

いするものでございます。 

 ２ページ、３ページをお開きをいただきたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入でございます。４款で療養給付費交付金、１項で療養給

付費交付金で補正額１，３３０万円。これは平成１７年度退職者等療養給付費の交付額確

定による追加交付金でございます。 

 次に、６款の共同事業交付金、１項で共同事業交付金、補正額２億７，９６４万７，０

００円、これは１０月から実施する共同事業の交付金でございます。 

 それから、８款の繰入金、１項で他会計繰入金、補正額９７万円。 

 それから、９款で繰越金、１項の繰越金で補正額５３０万１，０００円でございます。 

 補正額計で２億９，９２１万８，０００円を追加いたしまして、歳入合計で４０億３，

０９５万６，０００円と定めるものでございます。 

 次に、歳出でございますが、１款で総務費、１項で総務管理費で補正額１７万円、これ

は医療制度改革に伴う電算のシステムの変更委託料でございます。 

 ２款の保険給付費、補正額が１，４５０万円。 

 それから、５款の共同事業拠出金、１項で共同事業拠出金で２億７，９６４万８，００

０円。これは本年１０月より新規事業といたしまして実施される共同事業の拠出金でござ

います。 

 それから、９款の諸支出金、１項で償還金及び還付加算金、補正額４９０万円でござい

ます。これは平成１７年度一般療養給付費等の交付額が確定をいたしまして、それの返還

金でございます。 

 補正額計で２億９，９２１万８，０００円追加いたしまして、歳入合計を４０億３，０

９５万６，０００円と定めるものでございます。 

 なお、詳しい内容につきましては、１０ページ以降をごらんになっていただきたいと思
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います。 

 以上で平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要説明を終わ

ります。ご審議の上、ご承認賜りますようどうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原田定信君） 洙田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（洙田藤男君） おはようございます。 

 議案第１５１号の補足説明をいたします。平成１８年度阿波市介護保険特別会計補正予

算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，３１９万４，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億８，３２６万３，０００円といたし

ております。 

 次のページをお願いいたします。２ページでございます。 

 歳入歳出予算補正、歳入についてご説明申し上げます。 

 第１款介護保険料、１項介護保険料で５１３万１，０００円を追加をいたしておりま

す。 

 第３款国庫支出金、１項国庫負担金では、８，５４９万円を減額いたしております。こ

れは県費との組み替えでございます。 

 第２項国庫補助金では、４，２４０万８，０００円を減額いたしております。これは給

付見込み額の変更に伴う減額でございます。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金では、９７万６，０００円を減額いたしてお

ります。これは前年度との過不足の調整による減額でございます。 

 第５款県支出金、１項県負担金では、８，５４９万３，０００円を追加をいたしており

ます。これは国庫金との入れ替えでございます。 

 ８款繰入金では、１項の一般会計繰入金で８２４万６，０００円を追加いたしておりま

す。事務費の一般会計からの繰入金でございます。 

 ９款繰越金、１項繰越金では、７，３１９万８，０００円を前年度から繰り越しをいた

しております。 

 歳入補正の合計額が４，３１９万４，０００円を追加いたしまして、歳入の合計を３５

億８，３２６万３，０００円といたしております。 

 次のページ、３ページをお願いいたします。歳出についてご説明申し上げます。 

 １款総務費では、１項総務管理費で８４万円を追加をいたしております。うち２０万円
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は公用車の増設によります燃料費の追加でございます。また、残りの６４万円につきまし

ては、パソコン４台分の備品購入費といたしております。 

 ２款保険給付費、これにつきましては事業区分の変更によります組み替えでございまし

て、増減額は０でございます。 

 ４款基金積立金、１項の基金積立金で２，３５９万４，０００円をお願いをいたしてお

ります。 

 ５款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任意事業費として７４０万６，０００円を

追加をいたしております。 

 ７款諸支出金で１項償還金及び還付加算金で１，０４３万９，０００円。これにつきま

しては、１７年度の過不足の調整によります剰余金の返還でございます。 

 ３項繰出金では、一般会計への返還分２３４万７，０００円をお願いをいたしておりま

す。 

 第８款予備費といたしまして、減額の１４３万２，０００円。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出補正合計４，３１９万４，０００円を追加いたしまして、歳出合計３５億８，３２

６万３，０００円といたしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 議案第１５２号平成１８年度阿波市特定環境保全公共下水道

事業特別会計補正予算（第１号）について補足説明をさせていただきます。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１４５万円と定めるものでございます。 

 ここで公共下水事業のこれまでの経過とこの予算の必要性についてご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 市場町の公共下水道事業は、第１次計画が平成１３年３月に事業認可を受けました。事

業に着手いたしましたが、終末処理場の問題により事業がストップした状態であります。

平成１７年４月に町村合併が行われまして、事業は阿波市に引き継がれています。その後

も事業は進展せずにストップしたままの状態でございます。事業の認可期限は平成１９年

３月３１日まで、工事完成予定年月日、当初にそういう何があったわけでございますが、
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となっております。事業認可期間の延伸手続が必要であります。事業延伸手続のための書

類作成についてコンサルに業務の委託が必要でありますので、今回補正をお願いするもの

であります。 

 今後の汚水処理計画につきましては、庁内で下水道の検討委員会を組織し、単に旧市場

町の公共下水道事業をどうするかだけでなく、阿波市全体の汚水処理構想、下水道計画を

検討いたしまして、阿波市の将来を考え、全国一下水道処理ができていない県または市に

あって現状を踏まえました、また場所によっては排水路の未整備、または浄化槽を設置す

るスペースがないなど、さまざまな問題もありますので、どの地域が何の事業に適してい

るか、なお財政的な見通し等も考慮いたしまして、今後十分検討、協議が必要と考えま

す。 

 つきましては、１２月末までにこの決議が必要でありますので、一たん延伸手続をさせ

ていただきまして、検討委員会で検討する時間をいただきますようお願いをいたします。

案ができ上がりましたら議会に相談をし、協議をしていただきたいと、そのように考えて

おります。 

 補正予算の内容についてご説明を申し上げたいと思います。２ページ、３ページをお開

きをいただきたいと思います。 

 歳入予算につきましては、今回補正額、繰入金として３０万円を追加いたしまして、歳

入合計を１４５万円と定めるものでございます。 

 次に、歳出予算は下水道費で認可期間変更申請書、作成業務委託料として３０万円を追

加いたしまして、歳出合計を１４５万円と定めるものでございます。 

 以上で平成１８年度阿波市特定環境公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要

説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようどうかよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（原田定信君） 山下総務部長。 

○総務部長（山下紘志郎君） 議案第１５３号平成１８年度阿波市御所財産区特別会計補

正予算（第１号）について補足説明をいたします。 

 歳入歳出予算の補正第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２４５万２，０００円とするもので

ございます。平成１８年９月６日提出。阿波市長小笠原幸。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 
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 歳入。３款諸収入、１項１目雑入、補正額２９万円。この２９万円につきましては、財

源といたしまして板野郡森林組合事業支出金を見込んでおります。 

 続いて、１２、１３ページをお願いいたします。 

 歳出。１款管理費、１項１目一般管理費、補正額２９万円。この使途といたしまして

は、委員報酬の変更として今回計上するものでございます。 

 ご審議の上、どうか議決いただきますようよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、議案第１５４号阿波市住所表示の変更に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について補足説明をいたします。 

 阿波市住所表示の変更に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。平成１

８年９月６日提出、阿波市長小笠原幸。 

 阿波市住所表示の変更に伴う関係条例の整理に関する条例。 

 現在、阿波市におきましては、１９８の条例が制定されております。この中で、住所表

示が明記されております条例は全部で６２ございます。来年１月１日からの本市の住所表

示の変更に伴いまして、今回関係条例の整理をいたすべく本条例を提案するものでござい

ます。 

 この内容といたしましては、第１条阿波市役所の位置を定める条例の一部改正から、最

後の第６２条阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の一部改正ま

で、全部で６２条から構成されております。 

 附則といたしまして、本条例は平成１９年１月１日から施行するといたしております。 

 ご審議の上、どうか議決いただきますようよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、議案第１５５号阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について補足説明をいたします。 

 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。平成１８年９月６日提出、阿波市長小笠原幸。 

 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例。 

 別表中、御所財産区管理会委員日額６，２００円を会長年額５万円、委員年額４万円、

委員調査等費用弁償日額５，０００円に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成１８年１０月１日から施行するといたしておりま

す。ご審議の上、議決いただきますようよろしくお願いをいたします。 
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 続きまして、議案第１５６号阿波市消防団の設置等に関する条例の一部改正について及

び議案第１５７号阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正について補

足説明をいたします。 

 今回阿波市の消防関係の２つの条例の一部改正につきましては、本年６月消防組織法の

改正があり、法律の条が繰り下げられたため、関係条例の所要の改正を行うものでござい

ます。ご審議の上、どうか議決いただきますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 議案第１５８号阿波市国民健康保険条例の一部改正について

補足説明をさせていただきます。 

 阿波市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。平成１８年９月６

日提出、阿波市長小笠原幸。 

 阿波市国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 阿波市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項第１号中「次号から第４号までに掲げる場合以外の」を「３歳に達する日

の属する月の翌月以降であって７０歳に達する日の属する月以前である」に改める。 

 同項第４号中「１０分の２」を「１０分の３」に改める。 

 第６条第１項中「３０万円」を「３５万円」に改める。 

 附則、この条例は平成１８年１０月１日から施行する。 

 この条例の一部改正につきましては、本年６月１４日に国会で国民健康保険法関連法案

が改正をされました。そのことによりまして、阿波市の国民健康保険条例の一部を改正す

るものであります。 

 これは国民医療機関または保険薬局で療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受け

る際、給付に要する費用の額のうち一部負担金を医療機関、薬局に納めるもののうち７０

歳以上の人で現役並み所得のある一定以上の所得、原則といたしまして課税所得で１４５

万円以上の方は、２割から３割の負担に変わります。 

 次に、被保険者が出産したときに受けられる出産育児一時金の支給額が、現行の３０万

円から３５万円に、５万円引き上げられます。 

 以上の理由によりまして条例を変更する必要が生じましたので、改正をお願いするもの

でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようどうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原田定信君） 洙田健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（洙田藤男君） 議案第１５９号の補足説明をいたします。 

 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正でございます。

平成１８年９月６日提出、阿波市長小笠原幸。 

 阿波市重度心身障害児に対する医療費の助成に関する条例（平成１７年阿波市条例第１

１４号）の一部を次のように改正する。 

 この条例改正につきましては、健康保険法の改正に伴う一部改正でございます。 

 第２条の第２項第１号及び第２号につきましては、入院時食事療養費、特別療養費を保

険外併用療養費に改めます。 

 また、第３条第２項を次のように改める。これにつきましても、食事療養費の自己負担

に関する改正でございます。 

 また、第３条第３項第３号を次のように改める。この改正につきましては、非該当要件

の要件、また所得制限についての改正でございます。アからエまでの４項目を改正いたし

ております。 

 附則といたしましては、この条例は平成１８年１０月１日から施行するものでございま

す。 

 続きまして、議案第１６０号の補足説明をいたします。 

 阿波市乳幼児等医療費助成に関する条例の一部改正でございます。平成１８年９月６日

提出、阿波市長小笠原幸。 

 阿波市乳幼児等医療費助成に関する条例（平成１７年阿波市条例第１０５号）の一部を

次のように改正する。 

 この条例改正につきましても、健康保険法の改正に伴う一部改正でございます。 

 第２条第３項中「特別療養費」を「保険外療養費」に改める。これにつきましても、入

院時の食事療養費の自己負担に関する改正でございます。 

 また、第４条第２項中「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法」を「診療報酬と

算定方法、保険外併用療養費に関する療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養

費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟にお

ける療養に要する費用の額の算定方法」に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成１８年１０月１日から施行するものでございま

す。 

 以上、２議案につきましてご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたし
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ます。 

○議長（原田定信君） 西岡水道課長。 

○水道課長（西岡 司君） 議案第１６１号阿波市八幡簡易水道給水条例の一部改正につ

いてご説明いたします。 

 阿波市八幡簡易水道給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。平成１８年９

月６日提出、阿波市長小笠原幸。 

 阿波市八幡簡易水道給水条例の一部を次のように改正する。 

 第２２条中表中（一般用給水料金１立方メートル当たり）「６０円」を（一般用給水料

金１立方メートル）「８０円」に改める。 

 附則、この条例は公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

 以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（原田定信君） 岡島教育次長。 

○教育次長（岡島義広君） おはようございます。お疲れのところ、あと３つでございま

す。よろしくお願いします。 

 私の方からは議案第１６２号、議案第１６３号、議案第１６４号について説明させてい

ただきます。 

 今回この３つの条例の一部改正については、指定管理者制度の導入に伴う条例の改正で

ございます。指定管理者制度については、市の行革大綱または集中改革プランに基づきま

して順次検討し、教育委員会といたしましては、今回の指定管理者制度を行う施設は市内

の４つの図書館でございます。しかしながら、図書館が共有施設ということでございまし

て、市場には歴史民俗資料館、土成には中央公民館がございます。そうした施設が一体で

あるので、包括的な管理運営が好ましいと判断し、今回公民館並びに歴史民俗資料館の条

例も改正の運びとなりました。 

 ということで、議案第１６２号阿波市公民館条例の一部を改正する条例から補足説明を

させていただきます。 

 阿波市公民館条例の一部を次のように改正する。 

 第１３条を第１５条とし、第１２条の次に次の２条を加える。いわゆる指定管理者制度

でございます。 

 ということで、指定管理者による管理第１３条、教育委員会は施設の管理について、地

- 27 - 



方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者に行わせることができる。 

 ２、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、教育委員会が前項に規定する指

定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき

は、当該取り消しまたは停止により指定管理者が行わないこととなった業務は教育委員会

が行うものとする。 

 ３、第１項の既定により、指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第４条から第

８条、第１１条及び第１２条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読みかえるこ

とができるものとする。 

 指定管理者が行う業務、第１４条。前条の規定により、指定管理者に公民館の管理を行

わせることができる業務は次のとおりとする。 

 １、公民館の維持管理に関する業務。 

 ２、公民館の使用の許可等に関する業務。 

 ３、その他公民館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 議案第１６３号阿波市立図書館条例の一部を改正する条例。これにつきましては、第７

条を削り、第６条を第９条とし、第８条を第１０条とし、第９条を第１１条とし、第５条

の次に次の３条を加える。 

 指定管理者による管理、第６条。教育委員会は施設の管理について地方自治法第２４４

条の２第３項及び阿波市公共の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例に規

定する指定管理者に図書館の管理を行わせることができる。 

 ２、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、教育委員会が前項の規定する指

定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命じたときは、

当該取り消しまたは停止により指定管理者が行わないこととなった業務は教育委員会が行

うものとする。 

 指定管理者が行う管理の基準、第７条。指定管理者はこの条例及びこれに基づく規則の

規定に従い、図書館の管理を行わなければならない。 

 指定管理者が行う業務、第８条。指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。 

 １、第１条の設置目的を達成するための事業に関する業務。 

 ２、図書館の利用及びその制限に関する業務。 

 ３、図書館の維持管理に関する業務。 
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 ４、全各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 最後、議案第１６４号阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように改正するということで、第３条を次のように改める。 

 事業、第３条。歴史館は次の各号に掲げる事業を行う。 

 １、資料の収集、展示及び保管。 

 ２、資料の調査、研究及び教育普及活動。 

 ３、全各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める事業。 

 第６条第２項中「館長が」を削り、「市長」を「教育委員会」に改める。 

 第７条を第９条とし、第６条に次の２項を加える。 

 指定管理者の管理ということで、これは先ほどの施設と一緒で第７条関係についてはそ

のままでございます。ということで、省略させていただきまして、附則、この条例は公布

の日から施行するとなっております。 

 失礼しました。その次に第８条がございます。 

 指定管理者が行う業務、第８条。前項の規定により、指定管理者に歴史館の管理を行わ

せることができる業務は次のとおりとする。 

 １、歴史館の維持管理に関する業務。 

 ２、歴史館の使用の許可に関する業務。 

 ３、その他歴史館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 以上３議案、ご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（原田定信君） 説明が終わりました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 決算特別委員会の設置について 

○議長（原田定信君） 次に、日程第６、決算特別委員会の設置についてを議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 今議会に提出されました議案第１３９号平成１７年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定

の議案審査のため、委員会条例第６条の規定により、８名で構成する決算特別委員会を設

置することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田定信君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３９号平成１７年度

阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてを審査するため、８名で構成する決算特別委員

会を設置することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条の

規定により議長の指名といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田定信君） 異議なしと認めます。それでは、決算特別委員会委員を指名いた

します。 

 松永渉君、木村松雄君、森本節弘君、正木文男君、岩本雅雄君、吉川精二君、三浦三一

君、香西和好君を指名いたします。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田定信君） 異議なしと認めます。ただいま指名いたしました８名の方を決算

特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 

 選任された委員におかれましては、本日委員会を開催の上、正・副委員長を決定してい

ただきますようお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時４５分 休憩 

            午前１１時５６分 再開 

○議長（原田定信君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算特別委員会の委員長に吉川精二君、副委員長に森本節弘君が

選任されましたので、ご報告いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、１３日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労でございました。 

            午前１１時５７分 散会 

 

- 30 - 


